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昨
年
は
、
三
・
一
一
の
東
日
本
大
震
災
、
原
発
事
故
発
生
に
よ
り
多
く
の
尊
い
生
命

が
奪
わ
れ
、
ま
た
、
多
く
の
方
が
被
災
さ
れ
ま
し
た
。
心
よ
り
の
ご
冥
福
と
、
お
見
舞

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
こ
数
年
の
政
治
、
経
済
、
教
育
等
、
国
情
の
乱
れ
へ
の
「
天
の
警
鐘
」
と
も
言
え

る
も
の
で
し
た
。
東
日
本
の
方
を
中
心
に
被
災
さ
れ
た
方
、
救
援
の
手
を
差
し
の
べ
た

自
衛
隊
、
消
防
、
警
察
は
じ
め
、
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
、
国
民
の
「
絆
」
が

示
し
た
行
動
は
、
世
界
の
賞
賛
を
浴
び
ま
し
た
。 

 

国
民
の
先
頭
に
お
た
ち
に
な
ら
れ
て
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
じ
め
御
皇
族
の
被
災

地
ご
訪
問
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
励
ま
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
本
国
の
在
り
様
を
、
如

実
に
お
示
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

名
古
屋
支
部
と
し
て
は
、
こ
の
一
年
、
愛
知
県
本
部
の
名
古
屋
市
内
で
の
行
事
へ
の

主
体
的
取
り
組
み
、
護
国
神
社
で
の
月
一
回
の
清
掃
奉
仕
も
軌
道
に
乗
っ
て
お
り
ま
す
。

愛
知
女
性
の
会
も
、
確
実
に
動
き
出
し
て
お
り
ま
す
。 

 

お
陰
様
で
、
「
な
ご
や
通
信
」
も
次
号
で
「
第
三
十
号
」
発
刊
と
な
り
ま
す
。 

 

真
正
保
守
結
集
を
目
指
し
、
グ
ル
ー
プ
内
の
行
事
案
内
も
含
め
、
真
正
保
守
グ
ル
ー

プ
の
活
動
記
事
も
掲
載
し
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

民
主
党
政
権
の
混
乱
、
自
民
党
の
壊
滅
的
実
態
と
い
う
状
況
を
呈
し
て
、
最
優
先
に

す
べ
き
震
災
復
興
政
策
も
十
ヶ
月
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
今
に
な
っ
て
も
明
確
に

進
ま
ず
、
目
指
す
べ
き
国
の
方
向
も
、
経
済
財
政
の
全
体
的
目
標
も
、
い
ま
だ
明
確
に

示
し
き
れ
て
い
な
い
。 

普
天
間
問
題
も
ど
う
す
る
の
か
、
国
際
政
治
で
は
許
さ
れ
な
い
状
況
を
作
っ
て
い
る

の
が
現
状
。
米
国
も
あ
き
れ
返
っ
て
お
り
、
一
番
の
被
害
を
こ
う
む
る
の
は
本
土
復
帰

四
十
年
を
迎
え
る
沖
縄
県
民
で
あ
ろ
う
。 

尖
閣
問
題
、
と
ん
で
も
な
い
人
権
侵
害
救
済
法
問
題
、
ま
た
、
こ
こ
に
き
て
皇
室
典

範
問
題
も
で
て
ま
い
り
ま
し
た
。
種
々
署
名
活
動
の
展
開
、
各
新
聞
へ
の
投
書
、
内
閣
、

与
党
、
地
方
議
員
へ
の
陳
情
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
を
活
用
し
て
の
発
信
、・
・
・
・
・
。 

 
 

 
 
 

 

各
団
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
動
く
の
で
は
な
く
、
横
の
連
携
を
さ
ら
に
強
め
、
一
丸
と
な

っ
て
の
効
率
的
運
動
の
展
開
こ
そ
が
、
今
必
要
と
強
く
感
じ
ま
す
。 

 

年
あ
ら
た
ま
り
、
真
正
保
守
勢
力
の
結
集
拡
大
を
図
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
、
セ
ク

ト
主
義
的
動
き
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
時
で
す
。
一
致
団
結
し
て
運
動
を
展
開
し
よ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
文
責
・
日
本
会
議 

名
古
屋
支
部
長 

江 

副 

嘉 

彦
） 

 

日

本

国

家

解

体

の

危

機

、

女

性

宮

家

創

設

論

！ 
 

「
皇
室
典
範
」
第
一
条
に
皇
位
は
男
系
。
第
十
二
条
に
女
性
皇
族
は
、
婚
姻
し
た
の
ち

宮
家
を
離
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
平
民
男
子
が
皇
族
に
入
る
こ
と

を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
平
民
男
子
が
皇
族
に
な
る
と
い
う
事
は
、
そ
こ
に
は
野
心

や
名
誉
欲
が
生
じ
、
さ
ら
に
は
権
力
闘
争
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

権
威
は
長
い
歴
史
に
培
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

万
世
一
系
百
二
十
五
代
の
天
皇
は
ま
さ
に
日
本
歴
史
の
精
華
で
あ
る
。
世
界
に
類
例

が
な
い
。
男
系
こ
そ
が
天
皇
で
あ
り
皇
室
な
の
で
あ
る
。
女
系
に
な
っ
た
途
端
に
天
皇

は
天
皇
で
な
く
な
り
、
日
本
は
日
本
で
な
く
な
る
。 

 

そ
も
そ
も
、
皇
位
継
承
が
危
う
く
な
っ
た
原
因
を
何
故
言
わ
な
い
の
か
。
戦
後
の
占

領
政
策
に
よ
り
多
く
の
宮
家
を
廃
絶
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
米
国
は
、
一
気
に
天

皇
制
を
解
体
で
き
な
い
と
知
る
と
、
長
期
戦
略
を
考
案
し
た
。
即
ち
、
時
限
装
置
を
仕

掛
け
た
の
だ
。
宮
家
を
廃
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
位
継
承
者
を
減
少
さ
せ
よ
う
と

図
っ
た
の
で
あ
る
。 

皇
位
継
承
の
安
定
は
、
占
領
政
策
に
よ
っ
て
廃
絶
さ
せ
ら
れ
た
宮
家
の
復
活
に
見
出

す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
が
再
び
国
家
の
尊
厳
を
回
復
す
る
こ
と
は
、
即
ち
宮
家
の
復
活

に
他
な
ら
な
い
。 

 

女
性
宮
家
創
設
は
、
日
本
を
さ
ら
に
解
体
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知

る
べ
き
で
あ
る
。(

文
責
・
日
本
会
議 

愛
知
県
本
部
事
務
局
長 

服 

部 

守 

孝)
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●
愛
知
県
護
国
神
社
清
掃
奉
仕
予
定 

一
月
八
日
午
前
八
時
開
始
、
九
時
終
了
。
二
月
は
二
月
五
日
を
予
定
。
多
数
の
参

加
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

現
場
責
任
者
・
南
部
（
０
９
０
‐
２
７
７
３
‐
０
６
８
８
） 

 

●
「日
本
の
息
吹
」を
引
き
続
き
ご
継
続
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 


